
第１条 大阪市介護保険条例（平成１２年大阪市条例第４２号）の一部を次のように改正

する。

第４条の２の見出しを「（一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居

宅介護サービス費等の額）」に改め、同条中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 要介護被保険者で法第４９条の２第２項に規定するものが受ける法第４２条第１項

の規定による特例居宅介護サービス費の支給、法第４２条の３第１項の規定による

特例地域密着型介護サービス費の支給又は法第４９条第１項の規定による特例施設

介護サービス費の支給について前条第１項、第２項又は第４項の規定を適用する

場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。

第５条中「又は第２項」を「から第３項まで」に、「第４９条の２各号」を「第４９

条の２第１項各号」に改める。

第６条の２の見出しを「（一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特

例介護予防サービス費等の額）」に改め、同条中「第５９条の２」を「第５９条の２第

１項」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 居宅要支援被保険者で法第５９条の２第２項に規定するものが受ける法第５４条第

１項の規定による特例介護予防サービス費の支給又は法第５４条の３第１項の規定

による特例地域密着型介護予防サービス費の支給について前条第１項又は第２項

の規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるのは

「１００分の７０」とする。

第７条中「又は第２項」を「から第３項まで」に、「第５９条の２各号」を「第５９

条の２第１項各号」に改める。

議 案 第６１号

大阪市介護保険条例の一部を改正する条例案
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第８条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年

度まで」に改め、同項第１号中「４４，６０３円」を「５２，３１９円」に改め、同項第２号中

「５２，７１３円」を「６１，８３１円」に改め、同項第３号中「６０，８２２円」を「７１，３４３円」に

改め、同項第４号中「６８，９３２円」を「８０，８５６円」に改め、同項第５号中「８１，０９６円」

を「９５，１２４円」に改め、同項第６号中「８９，２０６円」を「１０４，６３７円」に改め、同項第７

号中「１０１，３７０円」を「１１８，９０５円」に改め、同項第８号中「１２１，６４４円」を「１４２，６８６

円」に改め、同項第９号中「１４１，９１８円」を「１６６，４６７円」に改め、同項第１０号中

「１６２，１９２円」を「１９０，２４８円」に改め、同条第２項から第５項までの規定中「平成

２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第

６項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、

「４０，５４８円」を「４７，５６２円」に改める。

第１０条第１項中「令」を「介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政

令第３０７号）による改正前の令」に改める。

第１７条第１項中「その申請」を「その申請又は報告」に改め、同項中第２０号を第

２９号とし、第１９号を第２８号とし、同項第１８号中「３０，０００円」を「３０，０００円（障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」という。）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービ

ス事業者の指定（居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。）を受けている者

が当該指定を受けている事業所において法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する

第１号訪問事業を行おうとする場合における当該申請及び児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定（児

童発達支援又は放課後等デイサービスに係るもの（主として重症心身障害児を通わ

せる事業所に係るものを除く。）に限る。）又は障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害福祉サービス事業者の指定（生活介護又は自立訓練（機能訓練）

若しくは自立訓練（生活訓練）に係るものに限る。）を受けている者が当該指定を
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受けている事業所において法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事

業を行おうとする場合における当該申請にあっては、１０，０００円）」に改め、同号を

同項第２７号とし、同項中第１４号から第１７号までを９号ずつ繰り下げ、第１３号を第２１

号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 共生型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 １件につ

き１０，０００円

第１７条第１項中第１２号を第１９号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 共生型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 １件につき

１０，０００円

第１７条第１項中第１１号を第１５号とし、同号の次に次の３号を加える。

� 介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 １件につき６３，０００円

� 介護医療院の変更（構造設備の変更を伴うものに限る。）の許可の申請に対

する審査 １件につき３３，０００円

� 介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 １件につき１６，０００円

第１７条第１項中第１０号を第１４号とし、第５号から第９号までを４号ずつ繰り下げ、

第４号を第７号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 共生型地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請（当該申請に係る事業

所が本市の区域の外にある場合であって、当該申請をする者が当該事業所につ

いてその所在地の市町村長による共生型地域密着型サービス事業者の指定を受

けているときにおける当該申請を除く。）に対する審査 １件につき１０，０００円

第１７条第１項中第３号を第５号とし、同号の次に次の１号を加える。

� 共生型地域密着型サービス事業者の指定の申請（当該申請に係る事業所が本

市の区域の外にある場合であって、当該申請をする者が当該事業所についてそ

の所在地の市町村長による共生型地域密着型サービス事業者の指定を受けてい

るときにおける当該申請を除く。）に対する審査 １件につき１０，０００円
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第１７条第１項中第２号の次に次の２号を加える。

� 共生型居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 １件につき１０，０００円

	 共生型居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 １件につき

１０，０００円

第１７条第１項に次の２号を加える。


 事業者より報告を受けた介護サービス情報の公表に関する事務 １件につき

２，０００円

� 介護サービス情報の報告に係る調査の実施に関する事務 １件につき２５，０００

円

第１７条第２項の表中「第１２号」を「第１９号」に、「前項第１号及び第１８号」を「前

項第１号及び第２７号」に、「第１３号」を「第２１号」に、「前項第２号及び第１９号」

を「前項第２号及び第２８号」に、

「

前項第３号及び第１４号の申請 ３５，０００円

前項第３号及び第１８号の申請 ３５，０００円

前項第４号及び第１５号の申請 １０，０００円

前項第４号及び第１９号の申請 １０，０００円

」

を

「

前項第３号及び第２０号の申請 １０，０００円

前項第３号及び第２７号の申請 １０，０００円

前項第４号及び第２２号の申請 １０，０００円

前項第４号及び第２８号の申請 １０，０００円

前項第５号及び第２３号の申請 ３５，０００円

前項第５号及び第２７号の申請 ３５，０００円
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第２条 大阪市介護保険条例の一部を次のように改正する。

第１０条第１項中「合計所得金額（」を「合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控

除して得た額とする。」に、「若しくは合計所得金額又は当該年度の前年度」を「、

当該年度の前年度の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額若しくは所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に掲げる金額又は当該年度の前年度」

に、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号」を「同号」に、「若

しくは合計所得金額又は当該年度の賦課期日」を「、当該年度の賦課期日の属する

年の前年の合計所得金額若しくは同号に掲げる金額又は当該年度の賦課期日」に改

め、「介護保険法施行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３０７号）による改正

前の」を削る。

附則第３項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規

定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第１条中大阪市介護保険条例第４条の２、第５条、第６条の２及び第７条の改

正規定並びに次項の規定 平成３０年８月１日

前項第６号及び第２７号の申請 １０，０００円

前項第７号及び第２４号の申請 １０，０００円

前項第７号及び第２８号の申請 １０，０００円

前項第８号及び第２８号の申請 １０，０００円

」

に改める。
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 第２条の規定 平成３１年４月１日

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の大阪市介護保険条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第４条の２、第５条、第６条の２及び第７条の規定は、平成３０年８月１日以

後に利用し、又は行った居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域

密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防

サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（こ

れに相当するサービスを含む。）又は住宅改修（以下「居宅サービス等」という。）

に係る保険給付について適用し、同日前に利用し、又は行った居宅サービス等に係

る保険給付については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例の規定中保険料に関する部分は、平成３０年度分以後の保険料につい

て適用し、平成２９年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

平成３０年２月２３日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額及び市町村民税

の課税非課税の別等が確定しない場合の保険料の額の算定方法を改め、保険料率を改定するとと

もに、共生型居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査等に係る手数料を定めるため、条例

の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（一定以上の所得を有する第１号被保険者
要介護被保険者

に係る特例居宅介護サービス費等の額）

第４条の２ 要介護被保険者（法第４１条第１項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。）

で法第４９条の２第１項に規定するものが受ける法第４２条第１項の規定による特例居宅介護サー

ビス費の支給、法第４２条の３第１項の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給又は法

第４９条第１項の規定による特例施設介護サービス費の支給について前条第１項、第２項又は第

４項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の

８０」とする。

２ 要介護被保険者で法第４９条の２第２項に規定するものが受ける法第４２条第１項の規定による

特例居宅介護サービス費の支給、法第４２条の３第１項の規定による特例地域密着型介護サービ

ス費の支給又は法第４９条第１項の規定による特例施設介護サービス費の支給について前条第１

項、第２項又は第４項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあ

るのは「１００分の７０」とする。

（居宅介護サービス費等の額の特例）

第５条 法第５０条第１項又は第２項
から第３項まで

の規定により読み替えられた法第４９条の２第１項各号に

定める規定に規定する割合は、これらの規定の適用を受ける要介護被保険者に係る法第５０条第

１項又は第２項
から第３項まで

に規定する費用を負担することが困難である状況を勘案して市長が定める。

（一定以上の所得を有する第１号被保険者
居宅要支援被保険者

に係る特例介護予防サービス費等の額）

第６条の２ 居宅要支援被保険者（法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下

同じ。）で法第５９条の２第１項に規定するものが受ける法第５４条第１項の規定による特例介護

予防サービス費の支給又は法第５４条の３第１項の規定による特例地域密着型介護予防サービス

費の支給について前条第１項又は第２項の規定を適用する場合においては、これらの規定中

「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。

２ 居宅要支援被保険者で法第５９条の２第２項に規定するものが受ける法第５４条第１項の規定に

よる特例介護予防サービス費の支給又は法第５４条の３第１項の規定による特例地域密着型介護

予防サービス費の支給について前条第１項又は第２項の規定を適用する場合においては、これ

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市介護保険条例（抄）

（第１条による改正関係）
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らの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とする。

（介護予防サービス費等の額の特例）

第７条 法第６０条第１項又は第２項
から第３項まで

の規定により読み替えられた法第５９条の２第１項各号に

定める規定に規定する割合は、これらの規定の適用を受ける居宅要支援被保険者に係る法第６０

条第１項又は第２項
から第３項まで

に規定する費用を負担することが困難である状況を勘案して市長が定

める。

（保険料率）

第８条 平成２７年度
平成３０年度

から平成２９年度
平成３２年度

までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（法第９条第１号に掲げる者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

� 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条第１項第１号に掲

げる者 ４４，６０３円
５２，３１９円

� 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５２，７１３円
６１，８３１円

� 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ６０，８２２円
７１，３４３円

� 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６８，９３２円
８０，８５６円

� 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８１，０９６円
９５，１２４円

	 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ８９，２０６円
１０４，６３７円


 令第３９条第１項第７号に掲げる者 １０１，３７０円
１１８，９０５円

� 令第３９条第１項第８号に掲げる者 １２１，６４４円
１４２，６８６円

� 令第３９条第１項第９号に掲げる者 １４１，９１８円
１６６，４６７円

 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １６２，１９２円
１９０，２４８円

２ 平成２７年度
平成３０年度

から平成２９年度
平成３２年度

までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第６号イの

８



市町村が定める額は、１，２５０，００１円とする。

３ 平成２７年度
平成３０年度

から平成２９年度
平成３２年度

までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第７号イの

市町村が定める額は、２，０００，０００円とする。

４ 平成２７年度
平成３０年度

から平成２９年度
平成３２年度

までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第８号イの

市町村が定める額は、４，０００，０００円とする。

５ 平成２７年度
平成３０年度

から平成２９年度
平成３２年度

までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第９号イの

市町村が定める額は、７，０００，０００円とする。

６ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年度
平成３０年度

から平
平

成２９年度
成３２年度

までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、４０，５４８円
４７，５６２円

とする。

（市町村民税の課税非課税の別等が確定しない場合の保険料の額の算定）

第１０条 保険料の額の算定の基礎に用いる第１号被保険者に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。）の課税非課税の別又は同法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が確定しない

ため、当該第１号被保険者に係る当該年度分の保険料を確定することができない場合における

当該第１号被保険者に係る保険料の額は、当該年度分の保険料が確定する日までの間は、当該

第１号被保険者に係る当該年度の前年度の賦課期日（当該賦課期日後に第１号被保険者の資格

を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日）における当該第１号被保険者の属する世

帯の世帯主及びすべての世帯員についての当該年度の前年度分の市町村民税の課税非課税の別

若しくは合計所得金額又は当該年度の前年度の賦課期日の属する年の前年中の所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額（以下「公的年金等の

収入金額」という。）を当該年度分の市町村民税の課税非課税の別若しくは合計所得金額又は

当該年度の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額とみなして介護保険法施行令

の一部を改正する政令（平成２８年政令第３０７号）による改正前の令第３９条第１項各号の規定を

適用した場合における第１号被保険者の区分に応じ定める額により算定した額とする。

２ 省 略

９



（手数料）

第１７条 法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数

料をその申請又は報告をする者から徴収する。

�－� 省 略

� 共生型居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 １件につき１０，０００円

� 共生型居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 １件につき１０，０００円

�
�

省 略

� 共生型地域密着型サービス事業者の指定の申請（当該申請に係る事業所が本市の区域の外

にある場合であって、当該申請をする者が当該事業所についてその所在地の市町村長による

共生型地域密着型サービス事業者の指定を受けているときにおける当該申請を除く。）に対

する審査 １件につき１０，０００円

�
�

省 略

� 共生型地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請（当該申請に係る事業所が本市の区

域の外にある場合であって、当該申請をする者が当該事業所についてその所在地の市町村長

による共生型地域密着型サービス事業者の指定を受けているときにおける当該申請を除

く。）に対する審査 １件につき１０，０００円

�
�
－�
�

省 略

� 介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 １件につき６３，０００円

� 介護医療院の変更（構造設備の変更を伴うものに限る。）の許可の申請に対する審査 １

件につき３３，０００円

� 介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 １件につき１６，０００円

�
�

省 略

� 共生型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 １件につき１０，０００円

�
�

省 略

� 共生型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 １件につき１０，０００円

 
!
－"
#

省 略

１０



$
%

法第１１５条の４５の３第１項に規定する指定事業者（法第１１５条の４５第１項第１号イに規定す

る第１号訪問事業又は同号ロに規定する第１号通所事業を行う者に限る。以下「指定事業

者」という。）の指定の申請に対する審査 １件につき３０，０００円（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定（居宅介護又は重度

訪問介護に係るものに限る。）を受けている者が当該指定を受けている事業所において法第

１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業を行おうとする場合における当該申請

及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所

支援事業者の指定（児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るもの（主として重症心身

障害児を通わせる事業所に係るものを除く。）に限る。）又は障害者総合支援法第２９条第１項

に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定（生活介護又は自立訓練（機能訓練）若しく

は自立訓練（生活訓練）に係るものに限る。）を受けている者が当該指定を受けている事業

所において法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業を行おうとする場合に

おける当該申請にあっては、１０，０００円）

&
'
－(
)

省 略

* 事業者より報告を受けた介護サービス情報の公表に関する事務 １件につき２，０００円

+ 介護サービス情報の報告に係る調査の実施に関する事務 １件につき２５，０００円

２ 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる申請に係る２の事業を同一の事業所におい

て一体的に運営しようとする者が、同時に当該申請をする場合（当該申請に係る２の事業にお

いてそれぞれ提供されるサービスが同種のものとして市規則で定めるものである場合に限

る。）における当該申請に対する審査については、同欄に掲げる申請の区分に応じ同表の右欄

に定める額の手数料を当該申請をする者から徴収する。

前項第１号及び第１２号
第１９号

の申請 省 略

前項第１号及び第１８号
第２７号

の申請 省 略

前項第２号及び第１３号
第２１号

の申請 省 略

前項第２号及び第１９号
第２８号

の申請 省 略
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３－５ 省 略

前項第３号及び第２０号の申請 １０，０００円

前項第３号及び第２７号の申請 １０，０００円

前項第４号及び第２２号の申請 １０，０００円

前項第４号及び第２８号の申請 １０，０００円

前項第３号
第５号

及び第１４号
第２３号

の申請 省 略

前項第３号
第５号

及び第１８号
第２７号

の申請 省 略

前項第６号及び第２７号の申請 １０，０００円

前項第４号
第７号

及び第１５号
第２４号

の申請 省 略

前項第４号
第７号

及び第１９号
第２８号

の申請 省 略

前項第８号及び第２８号の申請 １０，０００円

１２



大阪市介護保険条例（抄）

（第２条による改正関係）

（市町村民税の課税非課税の別等が確定しない場合の保険料の額の算定）

第１０条 保険料の額の算定の基礎に用いる第１号被保険者に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。）の課税非課税の別又は同法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下「合計所得金額」という。）

が確定しないため、当該第１号被保険者に係る当該年度分の保険料を確定することができない

場合における当該第１号被保険者に係る保険料の額は、当該年度分の保険料が確定する日まで

の間は、当該第１号被保険者に係る当該年度の前年度の賦課期日（当該賦課期日後に第１号被

保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日）における当該第１号被保険

者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員についての当該年度の前年度分の市町村民税の課

税非課税の別若しくは
、当該年度の前年度の賦課期日の属する年の前年の

合計所得金額若しくは所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に掲げる金額又は当該年度の前年度の賦課期日

の属する年の前年中の所得
同号

税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年

金等の収入金額（以下「公的年金等の収入金額」という。）を当該年度分の市町村民税の課税

非課税の別若しくは
、当該年度の賦課期日の属する年の前年の

合計所得金額若しくは同号に掲げる金額

又は当該年度の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額とみなして介護保険法施

行令の一部を改正する政令（平成２８年政令第３０７号）による改正前の令第３９条第１項各号の規

定を適用した場合における第１号被保険者の区分に応じ定める額により算定した額とする。

２ 省 略

附 則

１－２ 省 略

（保険料の延滞金の特例）

３ 当分の間、第１３条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法

１３



（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）とする。

４ 省 略

１４
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